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平成��年�月定例県議会提案条例の提案理由及び概要表

第��号議案

島根県情報公開条例及び島根県個人情報保護条例の一部を改正する条例

� 提案理由

島根県情報公開審査会及び島根県個人情報保護審査会の審査体制の充実

を図るため、関係条例について所要の改正を行う必要がある。これが、こ

の条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 島根県情報公開条例の一部改正

ア 島根県情報公開審査会（イ及びキにおいて「審査会」という。）の

委員の定数を�人以内から��人以内とすること。

イ 審査会は、部会を置くことができること。

ウ 部会に属すべき委員は、	人以上とし、会長が指名すること。

エ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定

めること。

オ 部会長は、当該部会の事務を掌理すること。

カ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会

長があらかじめ指名する者が、その職務を代理すること。

キ 審査会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審査会の

決議とすることができること。

ク その他規定の整備

� 島根県個人情報保護条例の一部改正

島根県個人情報保護審査会について�に同じ。

	 施行期日

平成��年
月�日から施行する。

第��号議案

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

社会情勢の変動等に伴い、職員の特殊勤務手当について所要の改正を行

う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

―�―



� 機能回復訓練従事手当の廃止

� 狂犬病予防作業等従事手当の額の改正

� その他規定の整備

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第��号議案

特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

知事等の退職手当の減額を終了することに伴い、所要の改正を行う必要

がある。これが、この条例案を提出する理由である。

	 条例の概要

知事及び副知事に係る退職手当の減額率を廃止すること。

� 施行期日

平成��年�月�
日から施行する。

第��号議案

知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

知事等の給与の減額を終了することに伴い、所要の改正を行う必要があ

る。これが、この条例案を提出する理由である。

	 条例の概要

� 知事等の給与の減額期間を平成��年�月��日まで延長すること。

� 平成��年�月��日限りで条例の効力を失うこと。

� 施行期日

―�―

区 分 改正前 改正後

中山間地域研究センター又は農林振興

センターに勤務する職員が著しい危険

性を有する動物を取り扱う作業で人事

委員会規則で定めるものに従事したと

き。

�日 �
円 �日 �
円



公布の日から施行する。

第��号議案

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

森林経営管理法の施行に伴い、新たな森林管理システムの構築を図るた

め、一般社団法人島根県森林協会に対して職員を派遣することについて所

要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

職員を派遣することができる公益的法人等に一般社団法人島根県森林協

会を追加すること。

� 施行期日

平成��年	月�日から施行する。

第�
号議案

職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行う必要

がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

引用する条項の整理

� 施行期日

平成��年	月�日から施行する。

第��号議案

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例

� 提案理由

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴い、関

係条例について所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出

する理由である。

―�―



� 条例の概要

� 改正の内容

ア 会計年度任用職員制度の創設に伴う規定の整備

イ 臨時的任用職員制度の改正に伴う規定の整備

ウ 引用する条項の整理

エ その他規定の整備

� 改正を要する条例

―�―

条 例 の 題 名 改正の内容

職員の給与に関する条例 �のア、イ及び

エ

職員の退職手当に関する条例 �のアからエま

で

島根県人事行政の運営等の状況の公表に関する条

例

�のア

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の

処遇等に関する条例

�のウ及びエ

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例 �のウ及びエ

職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例 �のア及びエ

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 �のア

職員の勤務時間に関する条例 �のア及びイ

職員の休日及び休暇に関する条例 �のア、イ及び

エ

職員の育児休業等に関する条例 �のア及びエ

島根県病院局職員の給与の種類及び基準に関する

条例

�のア及びイ

県立学校の教育職員の給与に関する条例 �のア及びイ

市町村立学校の教職員の給与等に関する条例 �のア及びイ

県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関す

る条例

�のア及びエ

市町村立学校の教職員の分限に関する手続及び効

果等に関する条例

�のア及びエ

市町村立学校の教職員の懲戒の手続及び効果に関

する条例

�のア及びエ



� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。ただし、�の�のエの一部について

は、公布の日から施行する。

第��号議案

会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例

� 提案理由

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計

年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法につ

いて必要な事項を定める必要がある。これが、この条例案を提出する理由

である。

� 条例の概要

会計年度任用職員に対し支給する報酬、費用弁償及び期末手当の額並び

にその支給方法について、次に掲げる事項を定めること。

� 報酬

ア 報酬の額は、日額、月額又は時間額で定めるものとすること。

イ 通勤手当及び時間外勤務手当に相当する報酬を支給すること。

� 費用弁償

費用弁償の種類、額及び支給方法については、非常勤の職員等の報酬

及び費用弁償支給条例の例によること。

� 期末手当

ア 期末手当は、任期の定めが	月以上の職員であって、基準日に在職

するもののうち、人事委員会規則で定める勤務時間以上勤務する者に

対して支給すること。

イ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、
��分の
��を乗じて得た額

に、基準日以前	箇月以内の期間における在職期間の区分に応じて定

―�―

市町村立学校の教職員の休職の事由を定める条例 �のア

島根県企業局職員の給与の種類及び基準に関する

条例

�のア及びイ

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例 �のエ

一般職の任期付職員の採用等に関する条例 �のエ

職員の配偶者同行休業に関する条例 �のエ



める割合を乗じて得た額とすること。

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第��号議案

島根県教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関する条例

� 提案理由

スポーツ全体の振興を効果的かつ効率的に図ること及び国民体育大会の

準備体制を強化するため、教育委員会の職務権限の特例に関し必要な事項

を定める必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� スポーツに関する事務（学校体育に関する事務を除く。）は、知事が

管理し、及び執行すること。

� �に伴う次に掲げる条例の規定の整備

ア 島根県部設置条例

イ 島根県スポーツ推進審議会条例

ウ 島根県立武道施設条例

エ 島根県立体育施設条例

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第��号議案

島根県手数料条例の一部を改正する条例

� 提案理由

社会経済情勢の変動並びに所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特

別措置法及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行

うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行に伴い、県が徴収する

手数料について所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出

する理由である。

� 条例の概要

� 介護保険法関係手数料

ア 介護支援専門員実務研修受講試験に係る手数料の額の改定

―	―



イ 消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、手数料の額を改定す

ること。

� 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法関係手数料

ア 地域福利増進事業の裁定に係る手数料の新設

イ 土地収用法の特例の裁定に係る手数料の新設

―�―

改 正 前 改 正 後

�����円 �����円

手数料を納めなければ

ならない者
手数料の額

地域福利増進事業の裁定を受け

ようとする者（国及び島根県を

除く。）

ア� 損失の補償金の見積額が

�������円以下の場合

������円

イ� 損失の補償金の見積額が

�������円を超え���������円

以下の場合

������円に損失の補償金の見積

額の�������円を超える部分が

������円に達するごとに�����

円を加えた額

ウ� 損失の補償金の見積額が

���������円を超え���������

円以下の場合

���	��円に損失の補償金の見積

額の���������円を超える部分

が�������円に達するごとに


����円を加えた額

エ� 損失の補償金の見積額が

���������円を超え����������

円以下の場合

����	��円に損失の補償金の見

積額の���������円を超える部

分が���������円に達するごと

に
����円を加えた額

オ� 損失の補償金の見積額が

����������円を超え

�����������円以下の場合

�	�����円に損失の補償金の見

積額の����������円を超える部

分が���������円に達するごと

に�����円を加えた額

カ� 損失の補償金の見積額が

�����������円を超える場合


	�����円



� 施行期日

�の�のアについては平成��年�月�日から、�の�については同年�

月�日から、�の�のイについては同年�	月�日から施行する。

―
―

手数料を納めなければ

ならない者
手数料の額

土地収用法の特例の裁定を受け

ようとする者（国及び島根県を

除く。）

ア� 損失の補償金の見積額が

�		�			円以下の場合

��			円

イ� 損失の補償金の見積額が

�		�			円を超え��			�			円

以下の場合

��			円に損失の補償金の見積

額の�		�			円を超える部分が

�	�			円に達するごとに��		

円を加えた額

ウ� 損失の補償金の見積額が

��			�			円を超え��			�			

円以下の場合

���		円に損失の補償金の見積

額の��			�			円を超える部分

が�		�			円に達するごとに

���		円を加えた額

エ� 損失の補償金の見積額が

��			�			円を超え�	�			�			

円以下の場合

�����		円に損失の補償金の見

積額の��			�			円を超える部

分が��			�			円に達するごと

に���		円を加えた額

オ� 損失の補償金の見積額が

�	�			�			円を超え

�		�			�			円以下の場合

�����		円に損失の補償金の見

積額の�	�			�			円を超える部

分が��			�			円に達するごと

に��
		円を加えた額

カ� 損失の補償金の見積額が

�		�			�			円を超える場合

��	��		円



第��号議案

使用料、手数料等の額の改定等に関する条例

� 提案理由

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消

費税法の一部を改正する等の法律の施行に伴い、県が徴収する各種使用

料、手数料等の額について、所要の改正を行う必要がある。これが、この

条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、次に掲げる条例に定める

使用料、手数料等の額の改定等を行うこと。

� 島根県手数料条例

� 行政財産の使用料に関する条例

� 島根県中山間地域研究センター条例

� 島根県立しまね海洋館条例

� 警察に関する手数料条例

� 島根県保健所条例

� 島根県立総合福祉センター条例

	 島根県立島根あさひ社会復帰促進センター診療所条例


 島根県立はつらつ体育館条例

� 化製場等に関する法律施行条例

� 島根県立病院使用料及び手数料条例

 島根県立武道施設条例

� 島根県立体育施設条例

� 島根県立青少年社会教育施設条例

� 島根県立古墳の丘古曽志公園条例

� 島根県立古代出雲歴史博物館条例

� 島根県農業技術センター分析等手数料条例

� 島根県立農業研修館条例

� 島根県家畜保健衛生所条例

� 島根県畜産技術センター分析等手数料条例

� 島根県立ふるさとの森条例

� 島根県立中海水中貯木場条例

� 島根県漁港管理条例

―�―



� 島根県立産業交流会館条例

� 島根県立産業高度化支援センター条例

� 島根県立男女共同参画センター条例

� 島根県立美術館条例

� 島根県芸術文化センター条例

� 島根県立三瓶自然館及びその附属施設の設置及び管理に関する条例

� 温泉法施行条例

	 島根県道路占用料徴収条例


 島根県海岸占用料等徴収条例

� 島根県流水占用料等徴収条例

� 島根県さくらおろち湖周辺スポーツ施設条例

 島根県港湾施設条例

� 港湾区域及び港湾隣接地域に係る占用料等に関する条例

� 島根県浜田ポートセンター条例

� 島根県空港条例

� 島根県立都市公園条例

� 都市計画法施行条例

� 島根県屋外広告物条例

� 島根県工業用水道料金徴収条例

� 施行期日

平成��年��月�日から施行する。

第��号議案

地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

社会情勢の変動等に伴い、地方警察職員の特殊勤務手当について所要の

改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 交通捜査取締手当の額に加算する額の新設

―��―

区 分 加算する額

交通特別捜査、事故捜査に従事する職

員が交通事件・交通事故に係る道路上

�日 	
�円

（高速自動車国道等におい



� 夜間特殊業務手当の額の改正

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第��号議案

貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

県内における医療機関の医師の確保を図るため、研修医研修支援資金制

度を拡充することに伴い、研修医研修支援資金の返還債務の免除に関する

事項について所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出す

る理由である。

� 条例の概要

研修医研修支援資金に係る返還債務の免除の条件及び範囲を次のとおり

追加すること。

� 臨床研修医に対する貸付金の貸付けを受けた者で、かつ、引き続いて

後期研修医に対する貸付金の貸付けを受けたものが、当該後期研修医に

対する貸付金の貸付けを受けた日の属する年度の翌年度の�月から引き

続いて一定の期間特定地域医療機関において医師の業務に従事したと

き。 債務の全部

� �の医師の業務の従事期間中に、業務上の事由により死亡したとき、

―��―

の捜査活動の作業（以下「作業」とい

う。）に従事した時間帯の全部又は一

部が夜間である場合

て作業に従事した場合は、

	
�円を加算）

改 正 前 改 正 後

勤務時間が深夜の

一部を含む勤務で

ある場合

勤務�回

���円

深夜における勤務

時間が時間以上

である場合

勤務�回

�����円

深夜における勤務

時間が�時間以上

時間未満である

場合

勤務�回

���円



又は業務上の事由に起因する心身の故障のためその業務に従事すること

ができなくなったと認められるとき。 債務の全部

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第��号議案

島根県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例

� 提案理由

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の改正等に伴

い、介護医療院の運営に関する基準等について所要の改正を行う必要があ

る。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 介護医療院の管理者が検体検査の業務等を委託する場合の基準に係る

規定の整備

� 併設型小規模介護医療院の従業者の員数に係る規定の整備

� 施行期日

公布の日から施行する。

第�	号議案

島根県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

県立中央病院における診療科目の追加及び病床数の見直しに伴い、所要

の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

県立中央病院の経営の基本に関する事項の改正

� 診療科目に消化器外科を追加すること。

� 一般病床を
��床から
	�床とすること。

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。ただし、�の�については、規則で定

める日から施行する。

―��―



第��号議案

県立学校の職員定数条例及び市町村立学校の教職員定数条例の一部を改正する

条例

� 提案理由

児童数及び生徒数の変動等に伴い、職員の定数を改正する必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

高等学校の教育職員等の定数の改正

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第�	号議案

島根県産業技術センター条例の一部を改正する条例

� 提案理由

依頼を受けて行う試験の一部の廃止及び社会保障の安定財源の確保等を

図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律

の施行に伴い、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出

する理由である。

� 条例の概要

� 繊維・製紙試験に係る手数料を廃止すること。

� 消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、設備機器の使用料及び

各種の分析等の手数料の額を改定すること。

� 施行期日

―��―

区 分 改正前 改正後 増 減

高等学校 教育職員 �
���人 �
��人 △�人

事務職員及び技術職員 ���人 ��人 △�人

特別支援学

校

教育職員 		�人 		人 �人

事務職員及び技術職員 ��人 ��人 －

小学校、中

学校及び義

務教育学校

教育職員 �
���人 �
��人 △��人

事務職員及び技術職員 ���人 ���人 －



�の�については平成��年�月�日から、�の�については同年��月�

日から施行する。

第��号議案

島根県消費者行政活性化基金条例を廃止する条例

� 提案理由

消費生活に関する相談窓口の機能の強化その他消費者の利益の擁護又は

増進を図るための国の交付金による事業が終了し、基金の設置を要しなく

なったことから、島根県消費者行政活性化基金条例を廃止する必要があ

る。これが、この条例案を提出する理由である。

� 施行期日

公布の日から施行する。

第��号議案

島根県立島根県民会館条例の一部を改正する条例

� 提案理由

島根県立島根県民会館の有料駐車場の管理の方法として指定管理者制度

を導入すること及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改

革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行に伴い、所要の

改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 指定管理者制度の導入

ア 指定管理者が行う業務に島根県立島根県民会館（以下「会館」とい

う。）の有料駐車場の使用料の徴収に関する業務を追加すること。

イ 会館の有料駐車場を使用する者は、次に掲げる使用料を納付しなけ

ればならないこと。

ウ その他規定の整備

� 消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、施設及び設備の利用料

―��―

区 分 単位（�台につき） 使用料の額

会館を利用する者 	時間を超えて��分までごと ���円

その他の者 ��分までごと ���円



金に係る基準額を改定すること。

� 施行期日

�の�については平成��年�月�日から、�の�については同年��月�

日から施行する。

第	
号議案

島根県屋外広告物条例の一部を改正する条例

� 提案理由

屋外広告物法の改正を踏まえ、屋外広告物を表示し、又は掲出する物件

の設置を禁止する地域について所要の改正を行う必要がある。これが、こ

の条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

屋外広告物を表示し、又は掲出する物件の設置を禁止する地域に、田園

住居地域を追加すること。

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

第	�号議案

島根県営住宅条例の一部を改正する条例

� 提案理由

県営住宅を益田市へ譲渡するため、所要の改正を行う必要がある。これ

が、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

県営住宅の設置を定めた別表から次の団地を削除すること。

� 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

―��―

団地の名称 所 在 地

仙道団地 益田市



第��号議案

島根県建築基準法施行条例及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する

条例の一部を改正する条例

� 提案理由

建築基準法の一部を改正する法律及び社会保障の安定財源の確保等を図

る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の

施行に伴い、関係条例について所要の改正を行う必要がある。これが、こ

の条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 島根県建築基準法施行条例の一部改正

ア 建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う手数料の新設等

ア� 特例許可を受けた建築物等の増築等の特例許可に係る手数料の新

設

イ� 騒音等の対策を講じた日常生活に必要な建築物等の建築等の特例

許可に係る手数料の新設

ウ� 前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合等における

建築物の建蔽率に関する特例の許可に係る手数料の新設

エ� 既存の�の建築物について�以上の工事に分けて用途の変更に伴

う工事を行う場合の制限の緩和に係る工事の全体計画の認定に係る

―��―

手数料を納付しなければならない者 手数料の額

特例許可を受けた建築物等の増築等の特例

許可を受けようとする者

申請�件につき

���	���円

手数料を納付しなければならない者 手数料の額

騒音等の対策を講じた日常生活に必要な建

築物等の建築等の特例許可を受けようとす

る者

申請�件につき

�
�	���円

手数料を納付しなければならない者 手数料の額

前面道路の境界線から後退して壁面線を指

定した場合等における建築物の建蔽率に関

する特例の許可を受けようとする者

申請�件につき

���	���円



手数料の新設

オ� 既存の�の建築物について�以上の工事に分けて用途の変更に伴

う工事を行う場合の制限の緩和に係る認定を受けた工事の全体計画

の変更の認定に係る手数料の新設

カ� 建築物の用途を変更して興行場等としての使用の許可に係る手数

料の新設

キ� 建築物の用途を変更して特別興行場等としての使用の許可に係る

手数料の新設

ク� 引用する条項の整理

イ 消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、確認等の手数料の額

を改定すること。

� 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正

ア 建築基準法に基づく事務のうち、次の事務を浜田市、益田市、大田

市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、川本町、津和野町、吉賀町

―��―

手数料を納付しなければならない者 手数料の額

既存の�の建築物について�以上の工事に

分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の

制限の緩和に係る工事の全体計画の認定を

受けようとする者

申請�件につき

������円

手数料を納付しなければならない者 手数料の額

既存の�の建築物について�以上の工事に

分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の

制限の緩和に係る認定を受けた工事の全体

計画の変更の認定を受けようとする者

申請�件につき

������円

手数料を納付しなければならない者 手数料の額

建築物の用途を変更して興行場等としての

使用の許可を受けようとする者

申請�件につき

�������円

手数料を納付しなければならない者 手数料の額

建築物の用途を変更して特別興行場等とし

ての使用の許可を受けようとする者

申請�件につき

�	�����円



及び隠岐の島町に権限移譲すること。

ア� 特例許可を受けた建築物等の増築等の特例許可に係る申請の受理

イ� 騒音等の対策を講じた日常生活に必要な建築物等の建築等の特例

許可に係る申請の受理

ウ� 前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合等における

建築物の建蔽率に関する特例の許可に係る申請の受理

エ� 既存の�の建築物について�以上の工事に分けて用途の変更に伴

う工事を行う場合の制限の緩和に係る工事の全体計画の認定に係る

申請の受理

オ� 既存の�の建築物について�以上の工事に分けて用途の変更に伴

う工事を行う場合の制限の緩和に係る認定を受けた工事の全体計画

の変更の認定に係る申請の受理

カ� 建築物の用途を変更して興行場等としての使用の許可に係る申請

の受理

キ� 建築物の用途を変更して特別興行場等としての使用の許可に係る

申請の受理

イ 引用する条項の整理

� 施行期日

�の�のア及び�については建築基準法の一部を改正する法律の施行の

日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から、�の�のイについては

平成��年��月�日から施行する。

第�	号議案

島根県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

三成発電所の設備の更新に伴い、所要の改正を行う必要がある。これ

が、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

発電所の最大出力の変更

� 施行期日

―�
―

名 称 改正前 改正後

三成発電所 ��
��キロワット ���	�キロワット



平成��年�月�日から施行する。

第��号議案

島根県水道用水供給事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定め

る条例の一部を改正する条例

� 提案理由

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する

政令の施行を踏まえ、水道用水供給事業の布設工事監督者及び水道技術管

理者の資格について、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案

を提出する理由である。

� 条例の概要

水道用水供給事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格のうち、

学校教育法による短期大学を卒業した者に係るものについて、同法による

専門職大学の前期課程を修了した者を含むものとすること。

	 施行期日

平成��年�月�日から施行する。

―�
―


